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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成27年7月9日(2015.7.9)

【公表番号】特表2014-522403(P2014-522403A)
【公表日】平成26年9月4日(2014.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2014-047
【出願番号】特願2014-513626(P2014-513626)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/5415   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/194    (2006.01)
   Ａ０１Ｋ  13/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/216    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/34     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/44     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/22     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/32     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  15/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/5415   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/194    　　　　
   Ａ０１Ｋ   13/00     　　　Ｆ
   Ａ０１Ｋ   13/00     　　　Ｄ
   Ａ６１Ｋ   31/216    　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/10     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/34     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/44     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/22     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/08     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/06     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/12     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/32     　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/04     １７１　
   Ａ６１Ｐ   17/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　
   Ａ６１Ｋ   47/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   15/14     １７１　

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月21日(2015.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）シトレート；（ｂ）メチレンブルー；及び（ｃ）アルキルパラ－ヒドロキシベン
ゾエートを含む、哺乳動物乳頭を治療又は保護するための局所用組成物。
【請求項２】
　局所用組成物が、
（ａ）約０．１～２Ｍのシトレート；
（ｂ）約０．１～３ｍＭのメチレンブルー；及び
（ｃ）約１０～５０ｍＭのアルキルパラ－ヒドロキシベンゾエート
を含む、請求項１に記載の局所用組成物。
【請求項３】
　局所用組成物が約０．００５～０．５重量％のメチレンブルーを含む、請求項１又は２
に記載の局所用組成物。
【請求項４】
　局所用組成物が、メチルパラ－ヒドロキシベンゾエート、プロピルパラ－ヒドロキシベ
ンゾエート又はその両方を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項５】
　局所用組成物がアルコールをさらに含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の局所用
組成物。
【請求項６】
　アルコールがイソプロピルアルコールである、請求項５に記載の局所用組成物。
【請求項７】
　局所用組成物が約０．１％～２０％のアルコールを含む、請求項５又は６に記載の局所
用組成物。
【請求項８】
　局所用組成物が皮膚軟化剤をさらに含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の局所用
組成物。
【請求項９】
　局所用組成物が約５重量％以上の皮膚軟化剤を含む、請求項８に記載の局所用組成物。
【請求項１０】
　皮膚軟化剤が、グリセロール、プロピレングリコール、ラノリン又はその組み合わせを
含む、請求項８又は９に記載の局所用組成物。
【請求項１１】
　局所用組成物が、界面活性剤、増粘剤又はフィルム形成剤をさらに含む、請求項１～１
０のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１２】
　局所用組成物が、アノライト又はアスコルビン酸をさらに含む、請求項１～１１のいず
れか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１３】
　局所用組成物が約０．３Ｍ以上の濃度のナトリウムをさらに含む、請求項１～１２のい
ずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１４】
　局所用組成物のｐＨが約４～８である、請求項１～１３のいずれか１項に記載の局所用
組成物。
【請求項１５】
　局所用組成物が、２５℃、１ａｔｍの圧力で測定される約５０ｃＰ以上の動粘度を有す
る、請求項１～１４のいずれか１項に記載の局所用組成物。
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【請求項１６】
　局所用組成物が、液体、ゲル又はフォームである、請求項１～１５のいずれか１項に記
載の局所用組成物。
【請求項１７】
　乳腺炎を治療又は保護するための、又は乳頭の皮膚のコンディショニングのための、請
求項１～１６のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項１８】
　哺乳動物が食料生産動物である、請求項１～１９のいずれか１項に記載の局所用組成物
。
【請求項１９】
　哺乳動物乳頭を治療又は保護するための二部に分かれた局所用組成物であって、
（ａ）ポリマーを含む第一の局所用組成物；及び
（ｂ）該ポリマーの架橋剤を含む第二の局所用組成物；を含み、
第一及び第二の局所用組成物は、乳頭に適用されると保護コーティングを形成する、局所
用組成物。
【請求項２０】
　第一もしくは第二の局所用組成物又はその両方がシトレートを含む、請求項１９に記載
の局所用組成物。
【請求項２１】
　第一もしくは第二の局所用組成物又はその両方がメチレンブルーを含む、請求項１９又
は２０に記載の局所用組成物。
【請求項２２】
　第一もしくは第二の局所用組成物又はその両方がアルキルパラ－ヒドロキシベンゾエー
トを含む、請求項１９～２１のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項２３】
　第一もしくは第二の局所用組成物又はその両方がアルコールを含む、請求項１９～２２
のいずれか１項に記載の局所用組成物。
【請求項２４】
　ポリマーがポリビニルアルコールである、請求項１９～２３のいずれか１項に記載の局
所用組成物。
【請求項２５】
　架橋剤がボレートである、請求項２４に記載の局所用組成物。
【請求項２６】
　第一の局所用組成物が、シトレート、メチレンブルー及びポリビニルアルコールを含み
、第二の局所用組成物が、シトレート、パラ－ヒドロキシ安息香酸アルキル、アルコール
及びホウ砂を含む、請求項１９に記載の局所用組成物。
【請求項２７】
　（ａ）約０．１～２Ｍのシトレート；
（ｂ）約０．１～３ｍＭのメチレンブルー；
（ｃ）約１０～５０ｍＭのアルキルパラ－ヒドロキシベンゾエート；
（ｄ）約０．１％～約２０％のアルコール；及び
（ｅ）約５重量％以上の皮膚軟化剤
を含む、局所用組成物。
【請求項２８】
　組成物が約０．００５～０．０５重量％のメチレンブルーを含む、請求項２７に記載の
局所用組成物。
【請求項２９】
　皮膚軟化剤が、グリセロール、プロピレングリコール、ラノリン又はその組み合わせを
含む、請求項２７又は２８に記載の組成物。
【請求項３０】
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　局所用組成物が約０．３Ｍ以上の濃度のナトリウムをさらに含む、請求項２７～２９の
いずれか１項に記載の組成物。
【請求項３１】
　局所用組成物のｐＨが約６～８である、請求項２７～３０のいずれか１項に記載の組成
物。
【請求項３２】
　局所用組成物が、界面活性剤、増粘剤、ゲル化剤又はフィルム形成剤をさらに含む、請
求項２７～３１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項３３】
　局所用組成物が約５０ｃＰ以上の粘度を有する、請求項２７～３２のいずれか１項に記
載の組成物。
【請求項３４】
　局所用組成物が、液体、ゲル又はフォームである、請求項２７～３３のいずれか１項に
記載の組成物。
【請求項３５】
　（ａ）約０．１～２Ｍのシトレート；
（ｂ）約０．１～３ｍＭのメチレンブルー；
（ｃ）約１０～５０ｍＭのアルキルパラ－ヒドロキシベンゾエート；
（ｄ）約２０％～約８０％のアルコール；及び
（ｅ）ゲル化剤
を含む、局所用組成物。
【請求項３６】
　（ａ）シトレート；
（ｂ）約０．１～３ｍＭのメチレンブルー；及び
（ｃ）約５～５０重量％のポリマー
を含む、局所用組成物。
【請求項３７】
　組成物が約０．００５～０．０５重量％のメチレンブルーを含む、請求項３５又は３６
に記載の局所用組成物。
【請求項３８】
　（ａ）約０．１～２Ｍのシトレート；
（ｂ）約２０～１００ｍＭのアルキルパラ－ヒドロキシベンゾエート；
（ｃ）約１～１０％のアルコール；及び
（ｄ）架橋剤
を含む、局所用組成物。
【請求項３９】
　請求項３６に記載の組成物と請求項３８に記載の組成物を含む、キット。
【請求項４０】
　請求項３６に記載の組成物が約０．００５～０．０５重量％のメチレンブルーを含む、
請求項３８に記載のキット。
【請求項４１】
　皮膚又は傷を洗浄するための、又は哺乳動物乳頭を治療又は保護するための、請求項２
７～３８のいずれか１項に記載の局所用組成物。
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